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要 約
本稿は，アメリカにおける主に１９９０年代から２０００年代にかけての社会保障改革とその財

政的インパクトについて論じたものである。本稿から明らかになった点を整理すると以下

となる。

第一に，アメリカの社会保障制度は，民間部門による保障が第一義的にあり，公的部門

による保障がそれを補完する形で存在する。結果として，公的な制度に市場から保障を得

ることができない人々が集中し，公的プログラムの多くが所得テストを伴う公的扶助であ

る。これらプログラムは，受益に対する拠出を伴わないため，一般予算から賄われること

となる。９０年代から２０００年代にかけて，社会保険方式で運用されている公的年金や高齢者

医療制度（メディケア）の病院保険の支出が一定幅に収まっているのに対し，支出の増加

率が大きく最大の懸念事項であるのは医療扶助制度（メディケイド）であることからもわ

かるように，アメリカの社会保障財政にとって，低所得者に対する保障をどのように行う

かが今後の最大の課題であるといえる。

第二に，このような社会保障制度の特徴として，負担と受益の関係が不透明であること

が挙げられる。公的年金は，他の制度に比べ，比較的に負担と受益の関係がはっきりして

いるが，その保険料が「（社会保障）税」と呼ばれることが象徴的なように，賦課方式で

あるため，現在の負担者（現役層）と受益者（高齢層）は異なるグループである。公的医

療保障制度は，国民の一部しか対象としていないが，その財源は社会保障税（現役層）と

一般財源であるため，すべての国民に負担は課せられる。メディケアの病院保険の財源は

現役層からの社会保障税であり，現役層は税を払うことによって将来のメディケア受給資

格を得ることができるものの，現在の便益を受けることができるのは高齢者であり，現役

層は，メディケアの保険料の負担に追加して，自分と家族の現在の医療保障を民間から得

なければならない。さらに，メディケアの補足医療保障，メディケイド，各種公的扶助プ

ログラムも，殆どすべて一般予算から賄われているため，負担を担っている納税者と受益

者（SMI以外は低所得者）は一致しない。このように，負担を背負っている人々と受益

を受けている人々が異なるため，これらの制度が財政危機に陥った時には，その改善策と

して，負担の増加よりも費用の抑制が考慮され，しばしばプログラムの縮小という選択肢

がとられる。２００６年財政赤字削減法によるメディケイドの支出削減策は，その一例である。

第三に，一つのプログラムの縮小は，他のプログラムへのシフトを促す。１９９６年の福祉

改革の場合は，TANFの受給者数の減少は，EITCの受給者増に反映されている。これは

意図的な政策であり，予期しなかったものではないと考えられるが，TANF縮小の影響は，
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Ⅰ．目的

本稿の目的は，アメリカの社会保障制度にお

ける近年の改革をレビューし，その財政的影響

について論じることである。着目するのは，１９９０

年以降の社会保障改革であり，この時期に大き

な改革があった公的医療保障と公的扶助に重点

を置く。特に１９９６年の個人責任・就労機会調整

法（Personal Responsibility and Work Opportunity

Act : PRWORA，通称Welfare Reform，以下，

福祉改革）は，公的扶助制度の構造改革とも言

え，アメリカの社会保障のあり方を根本的に問

い直すものであった。この結果として，公的扶

助の受給者数が激減したことはよく知られてい

る１）。しかし，福祉改革の財政改善効果につい

ては，その財政構造の複雑さもあって，あまり

紹介されていない。また，福祉改革は，その目

玉である貧困世帯への一時的扶助（Temporary

Assistance to Needy Families，以下 TANF）の策

定のみならず，他の公的扶助プログラムや隠さ

れた公的扶助ともいえる公的医療保障２）をも大

きく変容させている。これらを含めた社会保障

の全容から，福祉改革の財政への影響をみると，

福祉改革が支出削減というよりも，むしろ，拡

大の要因になったことがわかる。本稿では，福

祉改革，９０年代の公的医療保障分野の一連の財

政改善を目的とする改革を中心に，アメリカの

社会保障制度とその財政を広く概観し，財政難

に面する日本の社会保障制度への示唆を検討す

る。

メディケイド，SSIなど他の公的扶助プログラムに及んでいる。TANFの受給が生涯に５

年間と有限化されたことにより，９０年代後半の好景気のときはともかくも２０００年代の景気

の悪化の際には，TANFの受給を控え，なるべく期限がついていない他のプログラムを先

に活用しようというインセンティブが働いてもおかしくない。実際に，２０００年代のフード

スタンプの急増は，受給者のこのような極めて合理的な選択をあらわしているとも考えら

れる。

第四に，TANF補助金のような金額が固定されている財源の硬直性の問題である。TANF

の場合，補助金額がピーク時の金額で固定されているため，受給者数が減り始めてからは

補助金の余剰金が発生した。また，その使途の制限が非常にゆるやかなものであったため，

他のプログラムへの流用など，不透明な活用のされかたをしている。また，MOE条項に

よって，連邦政府ばかりでなく，州政府の支出額もピーク時と同レベルに固定している。

包括補助金であることは，州が給付額を削減するインセンティブになり，その点では評価

できるものの，景気の変動に左右されやすい TANFプログラムなどにおいては，必ずし

も，財政的に効果的とはいえない。

１）日本でも，阿部・後藤２００２，阿部２００４，根岸２００２，根岸２００４，尾澤２００３などを始め多くの文献が，福祉改
革とその効果について紹介している。

２）後述するように，アメリカの公的医療保障においては医療扶助が占める割合が大きい。日本では，医療扶
助は生活保護制度の一部であり，公的扶助の一形態と整理されている。
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制度� 対象者� 形態�

老齢遺族・障害年金（OASDI）� 高齢者� オフ�信託基金�
病院保険（HI）� 高齢者� オン�信託基金�

高齢者医療保険制度（メディケア）�補足的医療保険（SMI）�高齢者�
社会保障制度� オン�信託基金�

医療扶助制度（メディケイド）� 低所得者� オン�一般�
州立児童医療保険（SCHIP）� 低所得の児童�オン�一般�

貧困世帯への一時的扶助（TANF）� 主に母子世帯�オン�一般�
補足的保障所得（SSI）� 障害者・高齢者�オン�一般�
フードスタンプ� 低所得者� オン�一般�
勤労所得税額控除（EITC）� 低所得勤労者�オン�租税支出�
児童税額控除（CTC）� 有子世帯� オン�租税支出�
住宅扶助、光熱費扶助など� 低所得者� オン�一般�

予
算�

�
（年金）�

（医療）�

（公的扶助）�

Ⅱ．アメリカの社会保障制度の財政的特徴

アメリカの社会保障制度は，社会保険を柱と

して公的扶助（狭義の福祉部門）がそれを補完

するという基本的構造を日本と同じくしながら

も，その体系は，日本と大きく異なり，先進諸

国の中でも異質である（図１）。アメリカの社

会保障制度においては，民間部門による保障が

第一義的にあり，公的部門による保障がそれを

補完する形で存在する。年金分野では，国民の

ほぼすべてをカバーする老齢遺族・障害年金

（Old Age, Survivors and Disability Insurance :

OASDI，以下公的年金）が存在するが，医療

分野では高齢者・障害者，低所得者，子供など

カテゴリー別の公的制度は存在するものの，す

べての国民がカバーされているわけではない。

その点で，国民皆保険をその基本理念とする日

本の公的医療保障と大きく異なる。また，民間

市場が担う役割が大きいがゆえに，市場から脱

落してしまう人々を対象とする公的扶助の必要

性が高まるが，ここでも，日本の生活保護制度

のように困窮の理由や申請者の属性に関係なく

所得保障・医療保障・住宅保障などを包括的に

行う公的扶助制度は存在せず，代わりに対象者

のカテゴリー別，扶助のタイプ別の制度が並立

している。このような特質にも影響されて，ア

メリカの社会保障制度の財政構造も日本と異な

るいくつかの特徴がある。

第一に，人々の生活保障の多くを市場が担っ

ている結果として，公的な社会保障制度には市

場からこれらの保障を得ることができない人々

が集中し（残余化），公的社会保障プログラム

の多くが一般予算から賄われている点である。

これらのプログラムは，受益に対する拠出を伴

わず，所得テスト（いわゆるミーンズテスト）

をその資格要件の一つとしている。

第二に，社会保険の形態をもつ公的年金と高

齢者医療保険（Medicare，以下メディケア）は，

その財源を加入者からの社会保障税（payroll

tax）としながらも，それぞれ独自の信託基金

を持ち，連邦政府の一般予算からの独立性が確

保されている点である。

第三に，社会保障にかかわる支出の抑制の手

法として，一つ一つの社会保障プログラムにか

かわる法律の制定を行うのではなく，多くのプ

ログラムを包括的にカバーする法を用いる手法

図１ アメリカの主な公的社会保障制度の体系

（注：一般＝一般予算プログラム，オン＝オン・バジェット，オフ＝オフ・バジェット）
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がとられていることである（渋谷２００３）。１９８０

年代から今日まで，社会保障改革のほぼすべて

がこの手法で行われている。こうすることによ

り，並立するプログラムを横並びで比較するこ

とができ，社会保障全体の財政削減効果を把握

することができる。

Ⅲ．アメリカ財政の概観

アメリカの連邦政府の財政構造は，一般予算

から除外することを定められている「オフ・バ

ジェット（Off Budget）」と，一般予算を表す

「オン・バジェット（On Budget）」の二つに区

分されている。現在，公的年金である老齢遺族

・障害保険（OASDI）および郵政サービスの

信託基金はオフ・バジェットに，それ以外の政

府支出のすべてがオン・バジェットに含まれる。

連邦政府の総合予算は，この二つの区分の合計

値であるが，連邦政府の財政状況をみるために

は，二つを別々にみるほうがよりわかりやすい。

何故なら，近年はオン・バジェットの赤字をオ

フ・バジェットの黒字で一部穴埋めする状況が

続いているからである。オフ・バジェットの黒

字は，その大部分を占める公的年金の信託基金

の将来の負債であるため，これを含めた総合予

算の状況は実際の状況よりも良好な状態に見え

る。図２に，１９８０年からのオン・バジェットと

オフ・バジェットの収支を示す。オフ・バジェ

ットの財政は，１９８３年の社会保障改革によって

大幅に改善し，その結果，単年収支はその後一

貫して黒字となっている。問題なのはオン・バ

ジェットの財政収支である。オン・バジェット

の財政は，１９９０年代後半に一時的に改善するも

のの，ほぼ一貫して赤字である。年代を追って

みると，オン・バジェットの財政赤字は１９８０年

代中旬に対 GDP比６．０％に達し，財政赤字が一

般国民の懸念材料となるまで悪化した。対応を

迫られた政府は，１９８５年財政均衡法（GRH法）

および１９８７年修正 GRH法を成立させ，財政赤

字上限目標額を設けるなどしたが，GRH法に

は抜け穴が多く存在し，空文化した（渋谷２００３）。

８０年代後半の景気の回復に伴い，財政赤字は

減少し始めるが，１９９０年代初旬には湾岸戦争や

図２ アメリカ連邦政府の財政収支 対GDP比：オンバジェット対 オフバジェット

出所：GPOAccess（２００５）
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不況も重なり，再び，ふくらみ始める。こうし

た状況に対処するものとして，１９９０年には，予

算執 行 法（Budget Enforcement Act : BEA３））

が制定された。予算執行法は，財政支出を裁量

的プログラム（discretionary programs）による

ものと義務的プログラム（mandatory programs）

によるものとに分けて，それぞれの歳出抑制ル

ールを設定した。裁量的支出は，当該年の法に

基づいて歳出額が決定されているもので，これ

には，上限額（キャップ）を設定するキャップ

制が適用されることとなった。義務的支出は社

会保障年金や福祉給付の受給資格基準などそれ

ぞれの法で予め決定されているが，これらを新

たに増加させたり，歳入を減少させる新立法を

行う際には，それに見合う財政措置を確保しな

ければいけないというペイ・アズ・ユー・ゴー

（Pay-as-You-Go）原則が適用された。しかし，

ペイ・アズ・ユー・ゴー原則は，義務的支出の

自然増には対応できないため，その効果につい

ては疑問視する声も多い（渋谷２００３）。これら

財政抑制策よりも，１９９０年代の歳出削減に役立

ったのは，むしろ，冷戦の終結による国防費（裁

量的支出）の減少であるというのが一般的な見

解である。また，歳入面においても，１９９０年，１９９３

年の包括予算調整法によって，相次いだ増税が

行われ，特に富裕層の負担の増大が図られた（詳

細については，片桐２００４を参照のこと）。これ

らの財政再建政策と景気の好転に裏付けさ

れ，１９９０年代後半にはオン・バジェットの財政

赤字は大幅に減少し，１９９８年から２００１年にかけ

ては総合予算も黒字に転じた。

渋谷（２００３）は，この時期の財政余力が，福

祉国家の拡充に向かわなかったことについて，

「連邦基金における財源増加分が信託基金にお

ける社会保険に移転されないという分離型の財

政構造が維持された上で，政府部門の外側にあ

る民間ベースの福祉国家のところで市場論理が

強化された。そういう形での福祉国家再編は財

政再建にとって基本的に中立的であった」（渋

谷２００３）と言及する。確かに，１９９０年後半に

おける社会保障改革は，公的な負担を抑制し，

市場原理がより強調されるものであった。年金

分野では，私的・企業年金の拡充が行われた一

方で，公的年金は現状維持され，医療分野では，

公的医療制度における民間の活用による支出削

減，個人医療保険の税制優遇措置がとられた。

また，公的扶助部門においても，市場原理の徹

底が推し進められた。ただし，公的扶助の改革

は，対象者を「Deserving Poor（扶助すべき貧

困者）」と「Non-deserving Poor（扶助するべき

でない貧困者）」に線引きし，後者には給付削

減を図ったものの，前者には，形態を変えた給

付を拡充させたので，改革全体の財政への影響

はむしろマイナスである。これら１９９０年代の社

会保障改革とその財政的影響については，後節

にて詳しく検討する。

しかし，２００２年には総合予算は再び赤字に転

落している。片桐（２００４）は，この転落の要因

を「１９９０年代の財政再建の歳出抑制・歳入増加

のベクトルが逆を向いた」と述べる。一端，財

政が黒字になると，ブッシュ政権は，キャップ

制やペイ・アズ・ユー・ゴー制のしくみは保ち

ながらも，テロ対策などへの緊急歳出と，２００１

年経済成長・租税負担軽減調整法を始めとする

「ブッシュ減税」を相次いで行った。つまり，「財

布のひもがゆるんだ」のである。結果として，

２００３年の予算は，オン・バジェットで対 GDP

比５％，総合予算で３．５％の赤字となっている。

数回延長された予算執行法も２００２年に期限切れ

となり，２００３年にはペイ・アズ・ユー・ゴー制

の制約を受けずに１０年間の支出増大が３，９５０億

ドルと見込まれる２００３年メディケア処方薬剤改

善・近代化法が成立した。こうして，９０年代の

財政緊縮政策は終わりを告げた。

このような状況の中，２００６年２月，ブッシュ

大統領は財政赤字削減法（The Deficit Reduction

Act of ２００５：DRA）を成立させた。財政赤字

削減法は，義務的支出を長期的に削減し，それ

３）予算執行法は，包括予算調整法（Omnibus Budget Reconciliation Act : OBRA１９９０）の一部である。
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に伴う各プログラムの改革を推し進めることを

目的としており，２００６年から２０１０年の５年間に

約５００億ドルの義務的支出の削減を予定してい

る。５００億ドルの内訳は，奨学金改革（１４５億ド

ル），メディケイド改革（１１４億ドル），養育費

取り立て強化プログラム（４９億ドル）などであ

る。また，これによって，２００２年から暫定措置

で運用されてきた貧困家庭への一時的扶助

（TANF）の改正と２００６年～２０１０年の予算措置

が組まれた。さらに，フードスタンプ，補足的

所得保障（SSI）など公的扶助のプログラムも

改正され，支出が抑制されることとなった。

Ⅳ．アメリカにおける社会保障の財政状況

社会保障の各論に入る前に，まず，社会保障

の全体の財政の傾向を把握しておこう。表１と

図３に，アメリカ連邦予算に占める社会保障の

割合を示す。全体でみると，社会保障が連邦予

算に占める割合は徐々に増加しており，２００３年

には５８％に到っている。うち，公的年金は，約

２５％で推移しており，１９７０年代から２００３年にい

たるまで，ほぼ一定の割合に収まっている。公

的年金は，１９８３年と１９９３年に財政改善を目的と

する大きな改革を行っているが，これはどちら

も歳入増加の側面が大きく，支出抑制効果は将

来的に期待できるものの，現在のところ，まだ

あらわれてきていない（歳入増加の効果をみる

ためには，後述の社会保障信託基金の財政状況

をみる必要がある）。一方で，公的医療制度に

かかわる支出は，高い増加率で上昇しており，

２００６年度には年金を超える割合になると予測さ

れている。医療支出の中では，メディケア（高

齢者医療保険）の支出が，メディケイド（医療

扶助）等医療サービスの支出を上回っているが，

８０年代，９０年代にかけて，メディケイドの伸び

率はメディケアの伸び率の約２倍であり，社会

保障の中でも医療，中でもメディケイドの支出

の増加が，財政上の最大課題であるといえる。

最後のカテゴリーである所得保障には，失業

保険，住宅扶助，食料扶助，他の公的扶助が含

まれる。所得保障全体が連邦予算に占める割合

は１１．６％であり，その率は１９８０年代以降若干の

増減はあるものの，殆ど横ばいである。所得保

障は，失業給付やフードスタンプなど，景気に

表１ アメリカ連邦予算に占める社会保障の割合（％）

伸び率

１９７３ １９８３ １９９３ ２００３ ７３－８３ ８３―９３ ９３―０３

年金 計 ２３．６％ ２５．６％ ２５．９％ ２５．９％ ８．６％ ０．９％ ０．３％

OASDI ２０．０％ ２１．１％ ２１．６％ ２２．０％ ５．７％ ２．３％ １．８％

連邦公務員の所得保障 ３．６％ ４．５％ ４．３％ ３．９％ ２４．７％ －５．７％ －７．６％

医療 計 ５．９％ ９．４％ １５．４％ ２０．５％ ５７．６％ ６４．９％ ３２．８％

メディケア ３．３％ ６．５％ ９．３％ １１．６％ ９８．５％ ４２．４％ ２４．８％

メディケイド等医療サービス ２．７％ ２．８％ ６．２％ ８．９％ ７．１％ １１６．５％ ４４．９％

所得保障 ７．９％ １０．７％ １０．６％ １１．６％ ３５．７％ －０．６％ ８．７％

合計 ３７．４％ ４５．７％ ５１．９％ ５８．０％ ２２．１％ １３．７％ １１．７％

出所：Budget of the United States Government : Historial Tables, Table３．１＆３．２
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大きく左右され周期的な動きをとるものも多く，

短期的なスパンでその増減傾向を把握するのが

難しい。１９９６年には，「End Welfare as We know

it （既知の福祉を終了する）」と謳われた福祉

改革が実行されたが，その効果もこの表からは

読み取れない。しかし，後述するように，１９９６

年福祉改革は，財政的に拡充された部分と縮小

された部分を内在しており，支出抑制政策とい

うよりも，理念的な構造改革と理解したほうが

正しい。これら議論を含め，次節では，各制度

の近年の主立った改革を記述し，その財政改善

効果について検討する。

Ⅴ．医療保障

冒頭で述べたように，アメリカの公的医療制

度では，国民皆保険が達成されていない。原則

として，国民の大多数は民間医療保険を任意購

入（多くは雇用者が福利厚生の一部として提供）

することを前提に，民間保険への加入が難しい

とされる高齢者と障害者にはメディケア（Medi-

care：高齢者医療保険制度），低所得者にはメ

ディケイド（Medicaid：医療扶助制度），子供

には州立児童医療保険プログラム（State Chil-

dren’s Health Insurance Program : SCHIP）と対

象者別の公的制度が並立している。公的医療制

度にカバーされている人は国民の２６．６％（メデ

ィケア１３．７％，メディケイド１２．９％）にしか過

ぎず（U.S.Census，２００５）４），国民医療費の割合

４）民間の医療保険に加入している人は国民の６８．６％（職場からの加入６０．４％，直接購入９．２％），であるが，
何の医療保険にも加入していない無保険者も１５．７％（４５８０万人）にのぼる。なお，民間医療保険と公的医療
制度の両方にカバーされている人々もいるため，総和は１００％とならない（U.S.Census２００５）。

図３ アメリカ連邦予算に占める社会保障の割合

注：２００４年以降は推計値．
注１：所得保障＝一般老齢・障害所得保障（年金を除く），失業保険，住宅扶助，食料扶助，その他公的扶助
資料：GPO（２００６）Budget of the United States Government : Historical Tables Fiscal Year２００５から筆者作

成
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表２ アメリカの最近の主な社会保障改革

法 年金（OASDI） 医療（メディケア，メディケイド，SCHIP他）

１９８２ 租 税 公 平・財 政 責 任 法
（TEFRA）

メディケア：入院サービスの症例毎の運営
費用の増加率上限設置，メディケア・リス
ク契約プログラムの導入

１９８３ 社会保障改正法 ①それ以前から予定されていた社会保障増
税の繰り上げ実施，②自営業者の社会保障
税率の引き上げ，③高所得高齢者の年金所
得の一部課税，④対象者の拡大（国家地方
公務員など），⑤年金受給開始年齢の段階
的引き上げ

メディケア：パート Aに DRG/PPSを導入

１９８５ 財政均衡法（GRH法）

１９８６ 税制改革法 メディケイドの加入資格拡大（１９８６OBRA，
移民改革管理法）

１９８７ 包括予算調整法
（OBRA８７，修正GRH法

メディケイド：加入資格拡大

１９８８ メディケア・カタストロフィ・
カバレッジ法

メディケア：加入資格拡大

１９８９ 包括予算調整法（OBRA１９８９） メディケア：パート Bの医師診療報酬支
払方式に RVRVSを導入

１９９０ 包 括 予 算 調 整 法（Omnibus
Budget Reconciliation Act
１９９０）

メディケア：社会保障税のメディケア部分
の課税対象所得の上限引き上げ（渋谷０３，
p．１０８）

予算執行法（Budget Enforce-
ment Act : BEA）

１９９１ メディケア：HIの資本関連費用（capital−
related cost）に DRG/PPS導入

１９９３ 統 合 予 算 調 整 法（Omnibus
Budget Reconciliation Act of
１９９３）

年金所得の一部課税ベースの拡大（年金所
得額の最高５０％から８５％に引き上げ）

メディケア：社会保障税の課税上限の撤廃

１９９６ 個人責任・就労機会調整法
（PRWORA：福祉改革法）

１９９７ 財政均衡法（Balanced Budget
Act of １９９７）

メディケア：「リスク契約プログラム」を
メディケア・プラス・チョイスに改名・拡
大，入院外医療への PPS制度新設，在宅医
療を一部パート Aからパート Bへ移管，等

SCHIPの設立，メディケイド購買制度の
開始，メディケイドへのマネジドケアの導
入の促進策

納税者負担軽減法（Tax Payer
Relief Act １９９７）

２００１ 経済成長・租税負担軽減調整法

２００３ メディケア処方薬剤改善・近代
化法（MMA）

HSA（Health Savings Account）による所
得税控除の導入

The Jobs and Growth Tax Re-
lief Reconsiliation Act of ２００３

メディケイドの FMAP率の引き上げ

２００６ 財政赤字削減法（Deficit Reduc-
tion Act of ２００５）
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公的扶助 財政

EITCの拡充（控除額の大幅引き上げ） ①多くの租税優遇措置の廃止，②税率区分の簡素化（１４→
２），課税最低限の引き上げ，④キャピタルゲインの６０％
不算入規定の廃止，代替最低課税の導入

EITC の拡充 個人所得税の最高税率の引き上げ，個人所得税の人的控除，
課税最低限を所得上昇に伴う段階的消失（phaseout）規
定，項目別所得控除の高所得者に対する制度の導入

①「調整可能財政赤字目標」の設定，②裁量的支出には上
限額（Cap）を設定，③歳入および直接支出に対してはペ
イゴー制の導入

低所得社用住宅税額控除（LIHTC）を恒常的な制度へ改編 個人所得税の区分を４つに，所得税最高税率の引き上げ（３１
→３６％， ３９．６％），２５万ドル以上課税所得の１０％付加税
（税率３９．６％），法人最高税率の引き上げ（３４→３５％），な
ど，富裕層の増税

EITC の拡大（子供のない世帯にも適用） OBRA９０のキャップ制とペイゴー制の２００２年までの延長

AFDC･JOBSを廃止，TANF策定

長期キャピタル・ゲインの減税（最高２８％から２０％へ引き
下げ）

児童税額控除（CTC），教育関連税額控除の設立

児童税額控除（CTC）の拡充

児童税額控除（CTC）の控除額引き上げの前倒し

TANF改正（５年延長ほか），保育の予算増加，児童福祉，養育費
関連の予算削減，SSI（１８歳時点での資格審査他）による削減
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でみても，公的医療制度からの支出が４６％，民

間からの支出が５４％である（ASPE２００５）５）。

しかし，Ⅳ節でみたように，社会保障支出の

中でも，公的医療制度は一番大きな伸びをみせ

ており，２００３年には連邦予算の２０．５％（メディ

ケアが１１．６％，メディケイド他が８．９％）を占

め，２００６年にはその割合は公的年金の占める割

合を超える。換言すると，将来的に財政に与え

る影響が最も大きいのが医療部門であり，この

支出を一定範囲内に抑えることが急務となって

いる。以下では，メディケア，メディケイドの

財政的インパクトおよび近年の財政改善を目的

とした改革を紹介し，その効果と展望について

分析する。

Ⅴ―１．メディケア（高齢者医療保険）

財政の現状

メディケアは，６５歳以上の高齢者と障害者を

対象とする公的医療保険制度であり，４，２５０万

人（うち，３，５８０万人が６５歳以上の高齢者，６７０

万人が障害者（２００５年））をカバーしている。

２００５年のメディケアの総支出は３，３００億ドルで

あり，これは，GDPの２．７％，連邦予算の１１．６％

にあたる。２００６年には後述のパート Dも加わ

ることとなりメディケアは GDPの３．２％になる

と推計されている（CMS２００６）。

メディケアには，病院保険（Hospital Insurance，

以下 HI）と補足的医療保険（Supplementary

Medical Insurance，以下 SMI）の二つの部分か

らなっており，その財源や給付内容は全く異な

る。前者の HIは，パート Aと呼ばれ，主に入

院サービス，ナーシング・ホーム・サービスを

カバーしている。HIは，強制的な社会保障税

（payroll tax，税率２．９％，労使折半）を主な財

源としており，６５歳までに本人または配偶者が

少なくとも通算１０年の社会保障税を支払うこと

により，自動的に受給資格を得ることができる６）。

HIは賦課方式であるため，実質的には，現時

点の６５歳以下の勤労者からの税が現在の HI加

入者（高齢者・障害者）の医療費を支払ってい

ることになる。後者の SMIは，任意加入の追

加的な保険であり，パート Bとパート Dの二

つの部分がある。パート Bは，医師サービス，

在宅医療サービスのほか，パート Aの対象と

されない医療上必要なサービスをカバーしてい

る。パート Dは，２００３年メディケア処方薬剤

改善・近代化法（Medicare Prescription Drug Im-

provement and Modernization Act of ２００３，以

下MMA法）によって新しく追加された部分で

あり，医師から処方される薬剤費をカバーする

保険である７）。パート Bとパート Dは，任意加

入であり，保険料が課せられる８）。

メディケアは，医療費から自己負担額を引い

た額をカバーしている。自己負担額には，定額

負担分（deductible）と，定率負担分（coinsurance）

が存在し，二つを合わせた自己負担分は非常に

高い。また，日本の高額医療費制度のように，

自己負担の上限も定められていない。そのため，

自己負担分（メディギャップと呼ばれる）をカ

バーするために，多くのメディケア加入者は追

加の民間保険に加入している。

HIと SMIは，まったく異なった財源構造を

しており，それぞれの収入は独自の信託基金に

納められ，独立して管理されている９）。HIと SMI

５）医療保険の税制上の優遇措置による財政負担を除く。これを含めると，政府による国民医療費の負担は６０％
を超える（ASPE２００５）。

６）加入期間がそれに満たない時には，月々の保険料を支払うことにより加入することができる。
７）パート Dの開始は，２００６年であり，２００４年５月から２００６年までの暫定的な措置として薬剤割引カード・プ
ログラム（Drug Discount Card Program）が行われた。このプログラムは，希望するメディケア加入者に１０～
２５％の割引（ディスカウント）が受けられるカードを＄３０で販売し，低所得者でメディケイドの加入資格が
ない人については，このカードに年間＄６００までのクレジット（補助金）がつけられる。

８）しかし，加入資格があるのに加入しない場合には，保険料が年々引き上げられる。
９）なお，パート Bとパート Dの間の移転も許されていない。
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の一番大きな違いは，HIは社会保障税を財源

とし，毎年の支出を，社会保障税収入と HI信

託基金を運用することによって発生する利子で

ほぼすべて賄っており，完結した財政基盤を持

っているのに対し，SMIは，支出の７５％を一

般予算からの繰り入れ，残り２５％を受給者から

の保険料で賄うことが法によって定められてい

る。二つの財政構造の違いを，２００５年のデータ

で示したものが表３である。太字は連邦予算か

らの繰り入れを示している。表からわかるよう

に，HIは，社会保障税が収入の８６％を占めて

おり，残り１４％は HI信託基金を運用したこと

による利子，給付からの税収などである。連邦

予算からの繰り入れは殆どないが（５億ドル），

HI信託基金は法によりすべて国債で運用され

ているため，国債の利子が連邦予算から HI信

託基金への移転として支払われる。しかし，こ

の移転の殆どは実際に支出されるわけではなく，

政府内の口座の振り替えであり，将来の負債と

して HI信託基金に積み上げられる。すなわち，

連邦予算から見た実際の収支は，被保険者から

の収入（Ａ）から支出（Ｄ）を引いた９億ドルに過ぎな

い。信託基金の観点からみると，利子を除くと

収支はほぼバランスしており，残高が，利子分

とほぼ同じ１６５億ドル増加したこととなる。現

在のところ，HIの信託基金の残高は増加して

おり，給付を支出するのに支障はないが，将来

的に HI信託基金が枯渇した時に，連邦一般予

算から自動的に繰り入れが認められるわけでは

なく，なんらかの法的措置が必要となる。２００６

年の Trustees Reportの予測によると，HI信託

基金は２０１０年に赤字になり，２０１８年までは積立

金によって給付を行うことができるが，それ以

降は破綻することとなる。

反対に，SMIは毎年の必要経費を保険料と

一般予算からの繰り入れで充当することが定め

られており１０），その点で SMIの信託基金から

みた収支がマイナスになることはない。しかし，

連邦予算からみた収支は，大きくマイナスであ

る。支出額１，５３５億ドルに対し，保険料等から

の収入は３８６億ドルに過ぎず，残りの大部分は

一般財源から繰り入れられているため，２００５年

度においては，連邦予算からみた SMIの収支

は－１，１４９億ドルであった。HIが基本的に財政

的独立性を保っているのに対し，SMIは大き

な連邦支出であることがわかる。

近年の改革と財政への影響

しかし，アメリカの歴代政権は，メディケア

による財政プレッシャーに対して無対策であっ

たわけではない。以下に，１９９７年財政均衡法を

中心とする９０年代からの収入増加と支出抑制の

試みを説明する。

収入増加の試み

連邦予算からの繰り入れを除くと，メディケ

アの収入の殆どは，HIの社会保障税と SMIの

保険料である。HIの社会保障税は，実際の受

益者ではない勤労世代からの税であるため，そ

の大幅な引き上げは政治的にも困難である。実

際に，メディケアに充当する社会保障税率は，

メディケア発足当時から１９８６年までは徐々に引

き上げられてきているものの，国民の抵抗もあ

って，８６年からは２．９％（労使折半）に据え置

かれている。税率を変えずに税収増加を図る方

法として，課税対象ベースの拡大が考えられる

が，これについては，１９９０年の包括予算調整法

（OBRA１９９０）で課税対象所得の上限が引き上

げられ，その後１９９３年の OBRA１９９３で上限が

撤廃された。

SMIについては，費用の２５％を加入者から

の保険料，７５％を一般予算からの補填で賄うと

するルールが１９９７年財政均衡法によって恒久化

された。このため，SMIの支出の自然増と同

率に保険料も増加することとなり，２００６年の

SMI保険料は２００５年に比べ１１％の増加をみて

いる。また，２５％ルール自体を引き上げようと

１０）SMIの創設時には，保険料収入が支出に占める割合は５０％であったのだが，１９７２年の社会保障法改正によ
り２５％に低下し，１９９７年財政均衡法において２５％に固定された（CWM２０００）。
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いう提案も出されたが，実現していない（片桐

２００４）。つまり，課税対象所得の上限が撤廃さ

れた以外は，８０年代から今日にかけて収入増加

は政治的に不可能であったのである。また，一

方で，１９９７年財政均衡法によって低所得のメデ

ィケア加入者の保険料をメディケイドから給付

する制度が始まったため，保険料を引き上げて

も，保険料収入の一部（高齢者の貧困率は，２００４

年で１０．２％，U.S.Census ２００５）はメディケイ

ドを通して，結局，一般財源からの移転となる

という事実もある。総じて，HIにしても，SMI

にしても，収入増加は容易ではなく，次に見る

ような支出抑制策が打ち出されてきた。

医療提供者への支払抑制（診療報酬制度の改正）

収入増加の手段が限られている中，財政改善

の期待を込められたのが様々な支出削減策であ

る。その中でも，もっとも大きな効果を発した

のが，保険者から医療提供者に支払われる診療

表３ メディケア HI と SMI の収支 （２００５年）

（億ドル）

病院保険（HI）：PartA
補足医療保険（SMI）：

Part B & Part D

主な財源 保険料 保険料率＝２．９％

約７５％は，連邦一般予算。残りは，
保険料（パート Bは＄８８．５０（２００６
年）／月，パート Dの保険料徴収
は２００６年から）

収入 被保険者からの収入
社会保障税（Payroll tax）
保険料
給付からの税収
他

計（Ａ）

１，７１４ ８６％
２４ １％
８８ ４％
１１ １％

１，８３７

０ ０％
３７５ ２４％
０ ０％
１１ １％
３８６

連邦一般予算からの繰り入れ
一般財源
利子

計（Ｂ）

５ ０％
１５２ ８％
１５７ ８％

１，１８１ ７５％
１４ １％

１，１９５ ７６％

収入 計（C＝A＋B） １，９９４ １００％ １，５８１ １００％

支出
病院
高齢者施設
在宅ケア
physician fee

マネジド・ケア
薬カード補助金
その他
管理費

１，２１７ ６７％
１８５ １０％
５９ ３％

２４９ １４％
０ ０％
８９ ５％
２９ ２％

２３６ １５％
０ ０％
６６ ４％
５７８
２２１ １４％
１０ １％
３９２ ２６％
３２ ２％

支出 計（D） １，８２８ １００％ １，５３５ １００％

信託基金から見た収支（C−D）
信託基金残高（２００５年末）
連邦予算から見た収支（A−D）

１６５
２，８５８

９

４６
２４０

－１，１４９

出所：CMS（２００６）The２００６ Medicare Trustees Report
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報酬制度の改正である。医療提供者への支払を

抑制しようという試みは，１９８０年代より行われ

ている。早くは，１９８２年の租税公平・財政責任

法（TEFRA）が入院サービスの運営費用の年

増加率のキャップを制定している。しかし，メ

ディケアの診療報酬制度を抜本的に変容させた

のは，DRG/PPS（診断関連群見込払制度）の

導入である。これは，保険者からの支払が従来

の出来高払い方式ではなく，患者一人あたり，

症例あたり，入院あたり，日割りなどによって，

診断関連群ごとに一定に定められている方式で

あり，過剰なサービスを提供するインセンティ

ブを無くし，支払額を抑制するものである。メ

ディケアに最初に DRS/PPSを導入したのは，

１９８３年の社会保障改正法であり，HIの入院費

用（施設関連費用）がその対象となった（小林

１９９７，片桐 ２００４）。少し遅れた１９８９年には，

SMIの医師診療報酬に資源準拠相対的評価指

数（ Resource-Based Relative Value Scale :

RBRVS）が導入され，１９９１年には，HIの資本

関連費用（capital-related cost）にも DRG/PPS

が適用された。しかし，これら一連の DRS/PPS

の導入は，メディケア総支出の抑制にそれほど

大きな効果があったと評価されていない。その

理由は，外来サービス，在宅ヘルスケア，高度

医療施設など，DRS/PPSの対象とならなかっ

た医療分野への費用転嫁が行われたからである

（小林１９９７）。

そこで，１９９７年には１９９０年代最大のメディケ

ア改革が行われ，DRS/PPSの対象がさらに拡

大された。１９９７年財政均衡法は，専門介護施設

（SNF），在宅医療機関，病院外来，リハビリ施

設，救急サービスに対する診療報酬制度を PPS

に変更した。この改革によって，在宅医療支出

および SNF支出は１９９７年からの２年間で４５％

と１７％減少した（片桐２００４）。

マネジドケア（管理医療）の導入

医療費削減のもうひとつの取り組みが，マネ

ジドケアである。マネジドケアとは，保険者と

医療提供者が協定の上，受けられる医療の内容

に制約を設けることにより，保険料と自己負担

を低く抑える保険方式である。医療費の増加と

それに対応する保険料・自己負担額の増加に

汲々とする雇用者の悲鳴を受けて，国民の大部

分が加入する民間医療保険部門でマネジドケア

は飛躍的に浸透した。この手法を，民間部門と

同じく医療費高騰に悩む公的部門においても活

用しようという試みは，必然の動きであった。

メディケアにおけるマネジドケアとは，政府と

保険会社の間で協定が結ばれ，メディケア加入

者がそれを選択した場合に，メディケアの通常

のプログラムから離れて，マネジドケア保険に

加入することとなる。マネジドケアを提供する

保険会社には，メディケア・プログラムから保

険料が支払われる。加入者は，受けることがで

きる医療サービスに制限が課せられるものの，

通常のメディケアでカバーされなかったサービ

スも受けることができる。既に１９８２年の租税公

平・財政責任法にて，メディケアの SMIにお

いてマネジドケアの形態の一つである HMO

（Health Management Organizations）をメディケ

アの枠組内で利用可能とするリスク契約プログ

ラム（Risk-contracting Program）が発足し（西

田２００１，片桐２００４），９０年代にはいってから

は，メディケア HMOの加入者は急速に増加し

た。１９９７年財政均衡法は，リスク契約プログラ

ムを改名・拡大し，HMOを含む各種マネジド

ケア保険をメディケアの追加保険として選択で

きるメディケア・プラス・チョイス（Medicare

＋Choice）プログラムを発足させた。これによ

り，９９年にはメディケア受給者の１７％がマネジ

ドケア保険に委託された。しかし，その後，マ

ネジドケア保険会社は相次いでメディケアから

撤廃することとなる。これは，メディケアから

医療提供者への償還率が低く，マネジドケア保

険の採算が合わないことによる。その後，メデ

ィケア・プラス・チョイス・プログラム

は，２００３年MMA法によりメディケア・アドバ

ンテージ（Medicare Advantage）と改名され，

新たにその導入が促されたが，マネジドケア加

入率は１９９９年より減少し続けており，２００３年は

１２％となった（CWM２００４）。
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今後のメディケア改革

CBOの推計によると，９０年代最大の改革で

あった財政均衡法は，５年間で１，１６４億ドルの

財政改善に役立った（CWM２００４）。しかし，

これをもってしても，メディケアによる財政へ

の圧迫は今後も増加するであろう。それは，高

齢化による加入者数の自然増に加え，パート B，

パート Dなど，保険料をとりながらも，財政

的には社会保険方式というよりも税方式で行わ

れている部分が今後も増大すると考えられるか

らである。前節で述べたように，２００３年MMA

法による処方箋薬剤費保険（パート D）の追加

は，これを入院の回避によって将来の医療費の

削減に結びつくというポジティブな解釈する見

方も存在するが（CMS２００６），２００４年から２０１３

年にかけて３９５０億ドルの支出増加を要する。

MMA法は，メディケアによる財政プレッシャ

ーに警告を発するメカニズムを内蔵しており，

今後７年間のメディケアの全支出の４５％以上が

一般財源から補填されなければならないと

Trustees Reportが２年続けて報告した際には，

「メディケア財源警告」を発動されなければな

らないと定めている。既に，２００６年の Trustees

Reportでは，２０１２年に４５％を超えることが予測

されており，２００７年の Trustees Reportでも同様

の予測がされると，来年にもメディケア財源警

告が発せられることとなる。これを受けた大統

領および議会は次回の国会でこの問題に対する

何らかの措置をとらなければいけない。

それでは，具体的にはメディケアの財政改善

はどのような方法があるのであろうか。メディ

ケアの財政問題は，三つに集約される。一つは，

HI信託基金積立金の減少と将来的な枯渇の問

題，二つは，SMIの保険料および一般財源か

らの繰り入れの増大の問題である。そして，三

つ目は，最初の二つに共通して，自己負担や保

険料の増大によって，メディケア加入者または

支出がメディケイドにシフトしてしまう問題で

ある。まず，HIの問題は，現在のところ，HI

の収支はバランスしているため，将来的な人口

高齢化や医療費高騰を要因として，HIの収支

が赤字に転じることを懸念するものである。予

測では２０１０年にこれが起こる可能性があるため，

早急に手をうつ必要がある。HIの財源の拡大

の手法としては，勤労世代の社会保障税の引き

上げ，受益者の自己負担分の引き上げ，または，

一般予算からの移転があげられる。このうち，

受益者の自己負担分の増大は，それを払えない

高齢者の負担分を後述のメディケイドでカバー

しているため，結局は一般予算からの移転の増

大を意味する。社会保障税の引き上げは，負担

を背負う現役層と受益者である高齢者層との軋

轢を生み出し，現役層の理解を得ることができ

るか争点となる。第二の問題である SMIの給

付費の増大は，法的には SMIからの支出は一

般予算と保険料の引き上げで充当することにな

っているため，HIのようにタイム・リミット

が決まっている問題ではない。しかし，一般予

算からの繰り入れが増大し続けることはそれ自

体が問題であり，なんらかの措置が必要である

ことは間違いない。SMIも HIと同様に，保険

料と自己負担の引き上げは，それを払えない高

齢者の増大を意味し，結局，彼らをメディケイ

ドに流出させることとなるため，得策とはいえ

ない。

残る手段は，マネジドケアなど医療費自体を

抑制する試みである。しかし，既に述べたよう

に，９０年代に行われたメディケアにおけるマネ

ジドケアの試みの効果は限定的であった。また，

Rivlin & Sawhill（２００５）が指摘するように，医

療費高騰の現象は公的部門のみならず，国民の

大多数をカバーする民間医療保険部門の現象で

あるため，公的部門における抑制策を強調する

ことによって，公的医療部門と民間医療部門に

医療の質の差を生じさせたり，メディギャップ

をさらに大きくすることは政治的にもモラル的

にも困難な選択であろう。

Ⅴ―２．メディケイドと SCHIP

次に，メディケアと並ぶ公的医療制度である

メディケイド（Medicaid，医療扶助制度）の財

政問題を取り上げよう。メディケイドは，公的
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医療扶助制度であり，基本的には拠出を伴わな

い１１）。対象者は，TANFや SSIなど公的扶助の

受給者，妊婦，子供など，また，低所得の高齢

者１２）である。運営の主体は州であり，給付対象，

給付内容ともに州ごとに決められており，連邦

政府から州への補助金と州の独自の財源で賄わ

れている。なお，連邦政府から州への補助金は，

連邦政府の一般財源から支出される。補助金が

メディケイド支出全体に占める割合は連邦マッ

チング率（Federal Medical Assistance Percentage）

と呼ばれ，全国の一人あたり個人所得と州の一

人あたり個人所得の割合で決められており，州

の一人あたり所得が低いほど，マッチング率は

高くなるように設定されている１３）。２００６年のメ

ディケイドのマッチング率の平均は５９．６％であ

った（Federal Register Vol６９, No.２２６）。

前述したように，今後の社会保障財政の中で

も，メディケイド支出の増大が最も危機的であ

る。メディケイドは，医療保障の中でも「最後

の砦」であるため，国民皆保険の未整備や，他

の公的プログラムのしわ寄せが集中してくるか

らである。また，経済の悪化，医療費高騰など

の理由によって民間医療保険を得られない人が

増えると，メディケイド加入者も増大すること

となる。

メディケイド支出の膨張要因

メディケイドの支出が高い率で増加している

のは，いくつかの要因が複合的に左右し合って

いるからと考えられている。CMSによると，

メディケイドによる医療費の増加要因は，①加

入者の増加，②長期療養施設サービスの増加，

③給付内容の拡大，④DSH（Disproportionate

share hospital：メディケイド入院患者を多くか

かえる病院）に対する追加支払の増加，⑤超未

熟児や重度障害を持つ人々などに対する医療技

術の発展，⑥薬剤費の値上げ，⑦医療サービス

提供者に対する支払額の増加が挙げられる

（CMS２００５a）。加入者数の増加は，８０年代に低

所得の妊婦と子供，外国人，ホームレスなど加

入資格が相次いで拡大されたこと（片桐１９９５），

また，９０年代に低所得の障害者などがメディケ

イドの加入資格に加えられたことにも起因す

る１４）。また，経済の悪化や，民間医療費の高騰

により，職場からの医療保険を受けられない人

が増加したこともメディケイドの拡大要因であ

る（阿部・後藤２００３）。もう一つの誇張要因は，

高齢者や障害者の長期療養施設（介護）サービ

スの増大である（片桐１９９５）。CMSによると，

２００５年度支出に占める介護の割合は施設介護が

１９％，在宅介護が１２％である（CMS２００５b）。

子供（メディケイド受給者の４９％）や大人全体

（同２６％）の一人あたりの給付費は＄１，４７０，

＄１，８６５なのに対し，高齢者（同９％）や障害

者（同１６％）の一人当たり受給額は＄１１，４５０に

なり，この大部分が介護に使われている。ナー

シングホーム（特例老人ホーム）の場合，一人

あたりメディケイド支出額は＄２２，２４５にもなり，

在宅介護にても一人あたり支出額は＄３，６８５

（２００２年，CMS２００５a）となる。

マネジドケア

メディケイドの歳出抑制の一つの方法が，メ

ディケアでも導入されているマネジドケアであ

１１）州政府は，メディケイドの受給者に一定の自己負担を課すことを許されているが，妊婦，子供，施設ケア
に収入の殆どを支払っている人々は免除しなければいけない。

１２）低所得のメディケア加入者のメディケアでカバーされない医療範囲（長期療養費など）や，メディケアの
保険料および自己負担分もメディケイドによってカバーされ，メディケア加入者の１８％がメディケイドの恩
恵を受けている。

１３）しかし，法で定められた上限・下限の中でなければならず，２００６年の上限は８３％，下限は５０％である。
１４）１９９７年財政均衡法は，連邦貧困基準２５０％以下の障害者が州が定める低額の保険料を支払ってメディケイ
ド加入資格を得る制度（Medicaid Buy-In）を導入した。また，１９９９年就労チケットと就労インセンティブ改
善法（Ticket to Work and Work Incentives Improvement Act）も，１６歳以上の就労している障害者を所得とは
無関係にメディケイドの加入資格を与えることができるようにした（阿部・後藤２００１）。
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る。メディケイドにおけるマネジドケアの導入

は，ウェイバー（waiver）制度を用いて行われ

ている。メディケイドのウェイバー制度とは，

既存のプログラムと財政的に中立であれば，州

が従来のメディケイドの給付内容と異なる斬新

的なプログラムを策定することを可能にするも

のである。その一つの形が，マネジドケアであ

る。マネジドケアでは，メディケイドを運営す

る州とサービス提供者の間の協定により，従来

の出来高払いではなく，一人あたりいくらとい

った支払額算定方式がとられる保険方式であり，

医療費抑制の効果があるとされている。１９９７年

の財政均衡法（BBA）は，州がメディケイド

の加入者をマネジドケアに移行させるために，

州のメディケイド・プログラムを修正すること

を許可した。その結果，メディケイドによるマ

ネジドケアの導入はさらに加速された。マネジ

ドケアに加入しているメディケイド受給者は急

増しており，１９９４年から２００４年の間に２３％から

６１％になっている（CMS２００５a）。

メディケイドにおける財政改善策

前述したように，メディケイド費用の増大は，

アメリカにおける社会保障制度全般からいって

も最大の課題である。メディケイドは，医療扶

助制度であり，貧困者の健康を守る「最後の砦」

である。１９９０年代になって，TANF退出者，低

所得のメディケア加入者，障害者など，メディ

ケイドが次々にその門を広げてきたことと，

１９９０年代の公的扶助の縮小とは無関係ではない。

公的扶助や公的年金に，市場の論理を追求する

と，市場から脱落してしまう人々に対するなん

らかの保障が必要となるのである。対象者が低

所得者であるため，メディケイドは原則拠出も

自己負担もない形で運用されてきた。連邦議会

と大統領は，メディケイド対象者の自己負担の

引き上げとなるような案をすべて否決してきた

ことからもわかるように（Burtless２０００），低

所得者の医療扶助に負担を求めることは政治的

に非常に困難だったからである。しかし，ブッ

シュ大統領によって２００６年に策定された財政赤

字削減法（DRA法）は，メディケイドから今

後１０年間で２６１億ドルの支出削減を求めており，

その約半分は自己負担の増加，給付内容の縮小

からなっている。DRA法により，一定の所得

以上の人々に対しては，州が保険料および自己

負担額を徴収することが可能となった。

一方で，歳出の抑制の対策については，その

効果も限定的であり，メディケイドの支出の増

大を食い止めてはいない。彼らの医療保障をそ

の給付内容を削減することなく供給するために

は，一般予算の投入が今後も必要となることは

間違いないと思われる。

メディケイドの費用増大は，連邦政府から州

への補助金の増大という問題もさながら，まず

は，その運営を直接おこなっている州政府の財

政問題である。州政府の財政が非常に厳しい中，

メディケイドによる重い財政負担は州の死活問

題となってきている。いくつかの州においては，

斬新的な支出抑制策が打ち出されている。例え

ば，オレゴン州では高騰する薬価の支出を抑え

るために，同じ効果を持つ薬剤については一番

低価で効率的な薬価しかメディケイドから支払

わない制度を導入した。またメイン州でも，州

内で薬剤を販売する際に，価格の値下げ交渉を

州政府と行わなければならないという規制を設

けている（阿部・後藤２００３）。しかし，これら

の規制は，医療の自由市場を妨げるものとして，

薬剤会社などから猛反対に合っており，裁判と

なっているケースも多い。
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Ⅵ．公的年金

公的年金の財政状況

老齢遺族・障害年金（公的年金）の財源は，

６５歳未満の勤労者から集められた社会保障税

（１２．４％，労使折半，２００６年の最高課税対象所

得は＄７２，６００）を主として，その他には，積立

金の利子，年金給付からの税１５），若干の一般財

源からの繰り入れから成り立っている。なお，

一般財源からの繰り上げは，兵役のために拠出

を免除されている人々の社会保障税や一部の福

祉年金的な給付に充当するためであり，あくま

でも例外的な存在である（佐藤２００１）。これら

の収入は，老齢遺族保険と障害保険の二つの社

会保障信託基金（Social Security Trust Funds）

に納められ，一般基金とは区別されて管理され

ている。また，社会保障信託基金は，法により，

国債に投資されることが決められている（GAO

２００５，佐藤２００１）。

社会保障信託基金の財政状況は現在のところ

黒字であるが，高齢化，労働人口の減少，社会

保障給付費の増大などの理由から長期的には持

続可能でないといわれている。社会保障庁によ

ると，社会保障信託基金は，２０１７年に赤字に転

じ，その後は急速に減少し，２０４０年には底をつ

く予測である（SSA２００６）。

社会保障税収の引き上げ

公的年金制度は，１９３５年の創設当初から今日

にいたるまで，いくつかの財政危機に面してき

た。その経緯は，創設当初は２％であった社会

保障税率が，現在の１２．４％と大幅に引き上げら

れてきた歴史が裏付けている。その中でも，特

に大きな改革は１９７７年にカーター大統領が行っ

た改革と，１９８３年にレーガン大統領が行った改

革である。最初の改革が行われた１９７０年代は，

公的年金の歴史の中でも最大の財政危機であっ

た時代である。その理由の一つは，１９７２年の改

正によって年金給付額を自動的にインフレ率で

調節する生計費調整条項（Automatic cost-of-

living adjustments : COLA）が導入されたこと

１５）１９８３年の社会保障改革により，高所得者の年金給付に対する課税が始められた。

図４ 社会保障信託基金（OASDI）の収支：対総課税所得
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であった。この算定方法は，インフレ率を過剰

に計算するように設定されており，公的年金は

またたくまに財政困難に陥った。１９７７年の改革

は，１９７２年の COLA方式を下方修正し，保険

料率を引き上げるものであった。しかし，この

改革による財政の改善はみられたものの，７０年

代のオイルショックによるインフレ経済を背景

に，財政危機は解消されず，１９８０年代半ばには

信託基金が底をつくと予測された。

このような状況の中，公的年金の抜本的改革

を進めるために，１９８１年レーガン大統領の命を

受け，のちに長年，連邦準備制度理事議長を務

めることとなるアラン・グリーンスパン氏を委

員長とするグリーンスパン委員会が発足した。

委員会の提案により，公的年金の発足以来今日

まで最も包括的な改革である１９８３年社会保障改

正法が成立した。その内容は以下の通りである。

①以前から予定されていた社会保障増税の繰

り上げ実施，②自営業者の社会保障増税（被用

者及び雇用者の負担の７５％であったのが，１００％

に引き上げ），③一定所得以上（＄２５，０００単身，

＄３２，０００夫婦ジョイント）の受給者の年金給付

額の５０％までの課税とその税収の社会保障信託

基金への繰り入れ，④適用対象者の拡大（国家

および地方公務員，NPO職員など），⑤年金受

給開始年齢を６５歳から２００９年に６６歳，２０２７年に

６７歳に引き上げ，早期受給オプションの場合の

支給額の引き下げ（８０％から２００９年には７５％，

２０２７年には７０％）（渋谷２００３，Attarian２００３）。

１９８３年社会保障法の改正は，税収の大幅な増

加をもたらし，信託基金の余剰積立金が当面は

発生し続けることを確保した。余剰積立金の発

生は，信託基金の財政方式が賦課方式から部分

的積立方式に変容したことを意味する（佐藤

２００１）。これにより，公的年金の財政状況は２１

世紀半ばまで健全になると考えられた。しかし，

改正による負担は，殆どすべて将来の年金受給

者（当時の勤労世代層）が背負うこととなり，

世代間の不公平が顕在化した。

今後の公的年金改革の動向

８３年の改革によって，緊急の財政危機を脱し

たことから，９０年代，２０００年代にかけては公的

年金の改革は行われていない。むしろ，１９９０年

代以降は，民間部門が担う役割をより拡大する

方向性が打ち出され，公的年金制度は現状維持

されつつ，個人年金の税制優遇措置などが拡充

された。そして，現在の公的年金改革の議論に

上がっているのも，ブッシュ大統領が提案する，

個人勘定の導入である。これは，社会保障税の

一部に，個人で自由に運用できる個人勘定を設

けるものである。この案の支持者は，公的年金

制度を通して国によって強制的になされる貯蓄

が，国債のみで運用され，よりリターンの高い

運用がされていないことに不満をもった人々で

ある。個人勘定は，拠出と負担が明朗となるだ

けではなく，おのおのの年金の運用を個人で決

定することができるためオーナーシップ感を育

むといわれる。逆に反対の立場をとる人々は，

個人勘定は投資のリスクを個人におしつけるだ

けではなく，個人勘定への移行期間に発生する

二重の負担が発生すると唱える。公的年金制度

が賦課方式で運用されているため，社会保障税

の中で個人勘定へ移行した分の財源を，連邦政

府の一般財源などからまかなわなければならな

いからである。また，個人勘定の導入自体は，

社会保障信託基金の長期的財政状況の改善につ

ながらないという意見も多い。これら賛否両論

の議論が飛び交ったが，現在のところ，本ブッ

シュ案については共和党内の足並みも揃わず，

暗礁に乗り上げている。
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Ⅶ．公的扶助

アメリカには日本の生活保護制度のように困

窮状態であれば，どのような人をも対象とし，

最低生活費を保障する包括的な公的扶助制度は

存在しない。その代わり，高齢者，障害者，母

子世帯など対象者をカテゴリー別に選別した制

度，または，食費，光熱費，住宅費などその使

途を限定する制度が並立する。本稿では，公的

扶助制度の中でも，現金またはそれに近い給付

を行う制度についてその歳出面を中心に議論す

る。カテゴリー別の対象者を設定している制度

には，母子世帯を対象とする貧困家庭への一時

的扶助（Temporary Assistance for Needy Families

: TANF），障害者・高齢者を対象とする補足的

保障所得（Supplemental Security Income : SSI），

主に低所得の有子世帯を対象とする稼得所得税

控除（Earned Income Tax Credit : EITC）が代

表的なものである。また，すべての人を対象と

する制度としては，最低限の食料を保障するフ

ードスタンプ，州毎に独自に運営されている一

般扶助（General Assistance），低所得世帯光熱

費扶助（LIHEA）などがある。

１９９６年個人責任・就労機会調整法（Personal

Responsibility and Work Opportunity Act :

PRWORA，通称Welfare Reform福祉改革）は，

公的扶助を受ける資格がある人とそうでない人

を明確に線引きし，資格がある人々に対しても，

勤労をその支給要件とすることを徹底した。こ

れにより，公的な給付はあくまでも限定的な措

置であり，市場所得を補完するものであると位

置づけられた。福祉改革の目玉は，それまでの

母子世帯を対象とした扶養児童家庭扶助（Aid

to Families with Dependent Children : AFDC）」

と 「職業機会と基本スキル訓練プログラム

（Job Opportunities and Basic Skills Training :

JOBS））」を TANFに改編し，タイムリミット

と就労要件がついた一時的な所得保障と変容し

たことである。TANFの詳細とその評価につい

ては，既に日本でも多くの文献があるので，こ

こで詳細には触れない（阿部・後藤２００２，阿部

２００４，根岸２００２， ２００４，尾澤２００３など）。し

かし，日本ではあまり紹介されていないのが，

福祉改革が及ぼした TANF以外の公的扶助制

度に対する影響である。福祉改革の理念は，

TANFのみならず，SSI，フードスタンプ，一

般扶助，住宅チョイス・バウチャーなど公的扶

助のあらゆる分野に影響し，それらを変容させ

た。また，福祉改革と前後して，勤労所得税額

控除（Earned Income Tax Credit : EITC），児童

税額控除（Child Tax Credit : CTC）など，税

制上の低所得者対策が拡充され，公的扶助を一

部の働けない人々に対する限定的給付，税額控

除を working poor（低所得勤労者）への所得補

填というすみ分けが進んだ（阿部２００２）。これ

ら低所得者対策の構造改革の結果として，低所

得者を対象とするプログラム間で対象者数およ

び財源のシフトがおこった。本節では，１９９６年

福祉改革を中心に，９０年代のアメリカの公的扶

助の財政面からの再編について検討をすすめて

いく。

TANF の財政構造と支出削減効果

AFDCと TANFの違いは，AFDCが給付要件

をクリアした申請者に対して給付が確保されて

いる，いわゆるエンタイトルメント・プログラ

ムであり，その財源は連邦政府から州政府への

コストの５０％１６）を負担する特定補助金と州独自

の財源で構成されていたのに対し，TANFは，５

１６）連邦政府からの補助金の割合は，州ごとに決められており，一人あたり所得が低いほど高い率が設定され
る（根岸２００２）。
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年間の時限立法で，連邦政府から州政府へあら

かじめ決定されている金額の包括補助金（Block

grant）を支出するものであり，予算内で執行

されるプログラムであるためエンタイトルメン

ト・プログラムとはいえない点である。連邦政

府から州政府への補助金の金額の総額は，年間

１６５億ドルであり，州政府は，TANFの目的１７）

に資するプログラムに，この補助金を用いるこ

とができる。補助金総額の１６５億ドルという金

額と，その各州への配分は，１９９２年度から１９９５

年度までの AFDC，JOBS，EAの支出額から算

定されている１８）。各州の配分を保つためには，

州政府は独自の財源を TANFプログラムにつ

ぎ込まなくてはならず（Maintenance of Effort :

MOE条項），この額は，１９９４年に州政府から

AFDC，JOBS，EA（Emergency Assistance to Needy

Families）に支出された額の最低７５％と決めら

れている。つまり，連邦政府から州政府の年間

TANF補助金額は一定であり，また，MOE条

項により，州政府の支出額も義務づけられてい

るのである。そのため，TANFプログラムが連

邦政府および州政府の財政基盤へ及ぼす影響は，

ピーク時のそれに固定されている。しかし，補

助金は使用期間が制限されておらず，繰り越さ

れた余剰金は翌年以降の給付に充当することが

できるため，州政府はこれをすべて当該年度に

使いきらなくてもよい。また，補助金の使途も

TANFの目的に沿うものであれば多様なプログ

ラムに充当することができる。

表４に，福祉改革前後の連邦政府と州政府の

TANF関連支出および受給者数の推移を示す。

１９９５年までは，AFDC，JOBS，EAの合計支出

１７）TANFの目的は，１）貧困家庭を扶助することにより，子どもが自身の家庭の中でケアされること，２）
就労準備，就労，結婚を促し福祉依存を減らすこと，３）婚外子を減らすこと，４）二親家庭の維持と形成
を促すこと，である。

１８）また，TANFには，連邦政府から州政府に対する様々なインセンティブが盛り込まれており，TANFの目
的に沿った効果を表す数値目標（例えば，就労参加率，婚外子の減少など）に達するか否かによって補助金
が増減するようになっている。

表４ TANF支出と受給者数の推移： １９９０―２００１

支出（１００万ドル）

合計 連邦 州 ％連邦 受給者数（万人）

１９９０
１９９１
１９９２
１９９３
１９９４
１９９５
１９９６
１９９７
１９９８
１９９９
２０００
２００１

３０，１５４
３１，４６５
３３，６７３
３３，２１２
３４，５３５
３５，０３５
３１，９３１
２５，５６９
２３，４７３
２２，７４７
２３，３３５
２４，５４３

１６，３７０
１７，１７０
１８，４３６
１８，１６８
１８，７７５
１８，８３０
１７，０６５
１３，７８２
１２，３１４
１１，８５４
１２，８８５
１４，７８５

１３，７８５
１４，２９５
１５，２３７
１５，０４４
１５，７６１
１６，２０５
１４，８６７
１１，７８８
１１，１５９
１０，８９３
１０，４５０
９，７５７

５４
５５
５５
５５
５４
５４
５３
５４
５２
５２
５５
６０

１，１４６
１，２５９
１，３６３
１，４１４
１，４２３
１，３６６
１，２６５
１，０９４
８７９
７１９
５９４
５４２

資料：Green Book２００４，Table ７―１８
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額，１９９７年からは TANFの支出額を示してい

る（１９９６年はミックス）。支出のピークは改革

直前の１９９５年である。景気の上昇および支給要

件の厳格化などの効果もあり，TANF受給者数

は１９９６年以降減少し続け，１９９３年の１，４１４万人

から１９９９年には７１８万人まで減少した。この間

に，連邦政府，州政府ともに支出は減少し，１９９９

年支出額は１９９５年支出額の３５％減となった。し

かし，受給者数は１９９５年以降も引き続き減少す

るものの，TANF支出額は１９９９年から再び上昇

している。その理由は，TANFプログラム内で

行われた給付以外の支出の増大である。福祉改

革によって，就労促進や保育支援など手厚いケ

ースワークを行わなければならなくなった州政

府は，受給者数が減ったことによって生じた余

剰額を給付以外の支出項目の増加に用いたので

ある。TANF支出の内訳をみると，１９９９年に給

付が占める割合は６０％であったが，２００２年には

４４％に減っている。逆に，就労支援は８％から

１４％に，保育支援は９％から１３％に増加した（表

５）。

また，州政府は，連邦政府からの補助金を

TANF以外のプログラムにも充当している。特

に TANFと関連が深い保育開発基金（Child

Care Development Fund : CCDF）と社会サービ

ス包括補助金（Social Services Block Grand :

SSBG１９））には，TANF補助金の一部が毎年移

転されており，２００２年を例にとってみると，こ

の年の補助金１６９億ドルのうち，CCDF，SSBG

の両基金への移転が２９億ドル，TANFの支出に

充当された額が９９億ドルである。残高の４１億ド

ルは翌年以降への繰越となる。一方，２００２年の

TANF支出額の連邦政府分は１４８億ドルである。

１４８億ドルから９９億ドルを差し引いた４９億ドル

は，前年度までの補助金の繰越から支出されて

いる（表６）。

２００６年２月に制定された財政赤字削減法

（DRA）によって，２００２年より暫定措置によっ

て運営されてきた TANFがついに正式に５年

間（２００６～２０１０年度まで）延長（Reauthorize）

された。改正後の TANFの予算措置は年間１６４

億ドルと改正前と変わらないが２０），MOE条項

の７５％から８０％への引き上げ，就労参加率とそ

の計算方法の改正，養育費取立て強化プログラ

ムへの補助金削除など，州にとっては，より厳

しい規制が課せられることとなった。DRAは，

１９）社会サービス包括補助金（社会保障法タイトル XX）は，OBRA１９８１によって設立されたプログラムで，児
童虐待，保育，高齢者・障害者福祉など幅広い社会サービスを行うために州政府に与えられる補助金である。
２００３年は，総括１７億ドルの補助金が支出された。

２０）財政赤字削減法では，１６４億ドルの基礎補助金のほかに，２００８年までは３億ドルの追加補助金が認められ
た。また，２００２年 TANFにて州が数値目標達成した際に与えられたボーナスは廃止となった。

表５ TANF支出内訳： １９９９，２００２

１９９９ ２００２

給付
就労支援
通勤等その他の就労支援
保育
管理費
その他

１３，４５０
１，７５４

１，９９６
２，２９１
３，０９５

６０％
８％

９％
１０％
１４％

１１，１２３
２，６９６
６５８
３，３４７
２，６４０
５，０６２

４４％
１１％
３％
１３％
１０％
２０％

合計 ２２，５８５ １００％ ２５，５２６ １００％

資料：Green Book２０００，Table ７―１８，Green Book２００４，Table ７―２１
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TANFの財源構造を基本的に周到したものであ

るが，これについてはいくつかの批判が存在す

る。まず，第一に，TANFが成功すれば成功す

るほど，残った受給者プールには「困難ケース」

が増え，就労参加率の達成がますます困難にな

ることが挙げられる（阿部２００４）。DRAは州

がその補助金規模を維持するために必要とする

就労参加率を大幅に引き上げており，州がそれ

を満たすことができない場合は，補助金が削減

されると同時に，給付額も増えることとなる。

第二に，インフレ率を考慮すると，２００７年の実

質補助金額は，１９９７年の補助金額の２２％減，２０１１

年では３０％減となることである（CBPR２００６）。

近年では，前年度からの補助金の繰越額が徐々

に減ってきており，それが底をつき，実質的な

TANF財源が縮小すれば，今後，景気後退期に

TANF受給者が増加すると，州は独自の財源で

それを補わなければならない。多くの州がすで

に財政危機の状態にある中，かれらが就労支援

や保育支援など TANF関連プログラムの縮小，

最悪の場合は TANF給付水準の切り下げ，受

給者の引き締めなどの策をとるのではないかと

の懸念がある（根岸２００２）。第三の批判は，補

助金の余剰額の発生が，その使途を不透明にし

ているというものである。補助金が給付に使わ

れなかった場合の余剰額の使途は多岐にわたり，

州政府はそれについて詳しい報告を義務付けら

れていない（CBPR２００６）。そのため，余剰金

の使途の全容ははっきりとはわからないが，州

によっては，TANFからの余剰金を州が通常行

っている児童福祉サービスに充当しており，こ

れは，TANF支出にイヤーマークされた財源が

州のほかのサービスの財源の穴埋めに使われて

いるに異ならない（Ibid.）。

福祉改革の他の制度への影響

福祉改革は，TANFのみならず，他の公的扶

助プログラムへも大きく影響した。その影響が

財政的に現れていないかを確かめるために，

１９９０年から２００３年にかけての所得保障プログラ

ム（家族支援（TANF含む），失業保険，食料

扶助，SSI,EITC，住宅扶助）の支出の時系列推

移をみたものが図５である。

前節でも述べたように，TANFを含む家族支

援は，TANF以外のプログラムの拡大もあって，

支出額が若干増加している。１９９６年以降，一番

顕著な支出減少をみせているのは，TANFでは

なく，フードスタンプを主とする食料支援であ

る。フードスタンプは，食料のみに交換できる

バウチャーを低所得者に給付するプログラムで

ある２１）。低所得であることのみを受給資格とす

表６ TANFの財政構造： １９９９，２００２

１９９９ ２００２

連邦政府からの補助金
CCDFへの移転
SSBGへの移転
TANF支出
繰越

１６，７１３
１，７６４
１，０２８
８，００３
５，９１８

１６，９２７
２，０１２
９２８
９，９０８
４，０７８

TANF支出
連邦補助金
前年度補助金からの支出
２００１年補助金からの支出

計
州独自財源
TANF支出計

３，３２０
８，００３
１１，３２３
１１，２６２
２２，５８５

４，８７７
９，９０８
１４，７８５
１０，７４１
２５，５２６

資料：Green Book２００４，Table７－２０，Green Book２０００，Table７―１７
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るという意味で，フードスタンプはアメリカの

公的扶助の中でも普遍的な性格をもつ。その受

給者数も２，５６８万人（２００５年暫定値，USDA

２００６）であり，アメリカ人の１２人に一人がフー

ドスタンプを受けていることとなる。１９９６年の

福祉改革において，フードスタンプにおいても

「福祉から就労へ（welfare to work）」の理念が

導入され，成人の健常者に対する就労要件が厳

しく適用されるようになった。障害者でなく，

子どもを持たない１８歳～４９歳の成人は，働いて

いるか又は職業訓練中でないかぎり，フードス

タンプが受給できるのは３年間のうちの３ヶ月

間に制限されることとなった。働く意志がある

ものの失業中の人も，制限の対象に含まれる。

フードスタンプの受給者数および支出は，福祉

改革直前の１９９４年をピークに減少し，２０００年に

は１９９４年の６０～７０％となった。しかし，２００２年

以降は受給者数・支給額とも急増し，受給額は

ほぼピーク時と同数に，支給額は一人当たり支

給額が増加したため，ピーク時の１．３倍になっ

ている。福祉改革後のフードスタンプの縮小は，

フードスタンプ自体の支給要件の厳格化による

ものではなく，TANF退出者がフードスタンプ

の受給資格は持続しているのにその受給を放棄

してしまうことに起因しているという懸念の声

が多かった（GAO１９９９）。しかし，近年の実証

研究の多くは，福祉改革の影響はフードスタン

プの受給者数減少の２５％以下しか説明できず，

福祉改革よりも好景気によるところが大きいと

いう見解である。一方で，２００２年以降の受給者

の急増は，フードスタンプの捕捉率上昇のため

の様々な政策が効果があげた結果と景気の後退

によるものである（Danielson & Klerman２００６）。

フードスタンプ以外の公的扶助プログラムの

２１）フードスタンプの受給資格は，再分配前の世帯所得が連邦貧困基準の１３０％以下であること（世帯員に高
齢者または障害者を含む場合を除く），再分配後の世帯所得（控除後）連邦貧困基準以下であること，世帯
の資産が＄２，０００（高齢者を含む場合は＄３，０００）以下であることの三つである。

図５ 所得保障のプログラム別内訳 （１９９０―２００３）

出所：Budget of the United States２００５，Historical Tables８．５，８．７から筆者作成
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支出は，福祉改革後も減少しておらず，むしろ，

増加している。一番大きな増加を見せているの

は勤労所得税額控除（EITC）であるが，補足

的補償所得（SSI），住宅扶助も増加の傾向をみ

せている。失業給付も２００２年から激増している

が，この給付はもともと景気に左右され周期的

な動きをしているため，この増加は政策の変更

によるものではない。そこで，SSIと EITCの

増加要因は何であったのであろうか。SSIは，

障害者と高齢者を対象とする所得保障制度であ

り，公的年金制度の障害年金のように過去の保

険料支払いをその支給条件とするものではない

ため，所得テストを伴う公的扶助制度と考えて

よい。１９９６年の福祉改革は，SSIの受給資格も

改正しており，永久居住権を得た法的外国人や

難民など特例の場合を除き，外国人に対する

SSIの給付が制限されるようになった。しかし，

この改正にもかかわらず SSI受給者数と支出額

は１９９０年代に一貫して増加している。特に増加

率が高いのは１９９０年代前半であり，１９９６年以降

も増加の傾向が続いている。この増加の要因は，

子供の受給者の急増である。高齢者の SSI受給

者数は減少傾向にあり，１９８０年代からはほぼ２００

万人で横ばいである一方で，子供（１８歳未満）

は１９９０年の２９万人から２００２年の９２万人へ約３倍

増となっている。子供の SSI受給者の増加の理

由は，制度の周知徹底，子供の障害の認定制度

の簡素化２２），精神障害の定義の拡大，SSIの継

続認定の簡素化などがあげられている（CWM

２００４）。つまり，SSIも福祉改革の影響を受け

たものの，子供の障害者への所得保障の拡大と

いう福祉改革とは別に行われた政策を背景に，

その支出は拡大し続けたのである。

租税支出による「隠れた福祉国家」

１９９０年代に飛躍的に支出が増大したのが，

EITCを始めとする福祉的性格をもつ税制上の

優遇措置である。表７に，アメリカの所得税に

おける様々な控除と，その推計額を示す。同表

が示すように，控除の項目は，低所得者，子供，

教育，医療費，住宅費，年金，介護など多岐に

わたり，その多くが１９９６年の福祉改革前後また

はその後に導入・拡大されている。片桐（２００４）

は，１９９０年代において増大した「選択的減税」

が「隠れた福祉国家」を作り出しているとする

Howard（１９９７）の説に言及し，その理由とし

て，一般に租税支出は，１９９０年の予算執行法に

よるペイゴー原則に縛られていないため，連邦

予算状の支出のような抑制圧力がかかっていな

いことを指摘する（片桐２００４）。

特に，EITCは，還付可能な税制控除であり，

主に低所得の子供のある勤労世帯を対象として

いるため，実質的に低所得者への現金給付と異

ならない。還付可能な税制控除とは，控除額が

税負担額を上回る場合，その差額が納税者に還

付（給付）される制度であり，EITCの場合，

控除額の９０％は還付されている２３）。EITCの発

足は早く１９７５年に制定されているが，その後，

給付額がインフレ調整されていなかったため，

次第に縮小していった。EITC給付額が飛躍的

に増加したのは１９８６年の税制改革法によって控

除額がインフレ率と連動するようになり，さら

に９０年代になって，統合予算調整法（OBRA

１９９０，OBRA１９９３）などが次々にその対象者

・控除額が拡充してからである２４）。また，EITC

の他にも，１９９０年代後半から２０００年代にかけて，

福祉的目的をもつ租税優遇措置が次々に拡充さ

れている。１９９７年財政均衡法では，児童税額控

除（Child Tax Credit : CTC），ホープ奨学金税

額控除，生涯教育税額控除が設立された。これ

らは，合わせて９５２億ドルの中間層向け減税効

果があるとされる（渋谷２００３）。ブッシュ政権

は，CTCをさらに２００１年，２００３年と引き続い

て拡充している２５）。

このように，１９９６年の福祉改革は，その主眼

２２）２００５年の DRAは，子供の障害の認定の厳格化を盛り込み，SSIの支出抑制を図っている。
２３）EITCの詳細については，阿部（２００２）を参照のこと。
２４）その後，１９９６年の福祉改革法，１９９７年納税者救済法，１９９７年財政均衡法などが，EITCの不正受給防止のた
めの策などを定めているが，EITCのしくみ自体には変化はない。
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表７ 推計総所得控除，税額控除： 項目別 （２００３）

（億ドル）

所得控除
年金
年金拠出（保険料）と年金給付
Keoghプラン
個人年金
社会保険料の被雇用者分を超える年金給付

医療
医療，介護保険料の雇用者負担分
メディケア給付
パート A
パート B

医療費の自己負担
自営業者の医療保険料
Accelerated死亡保険金
医療貯蓄口座（Health savings accounts）

貧困
公的扶助および SSI給付

雇用
職場からの dependent care
従業員ストックオプションプラン
カフェテリア・プランからの給付

高齢者・障害者
炭鉱員の労災および障害給付
高齢者，視覚障害者の追加一般所得控除

住宅
住宅ローンの利子
持ち家の財産税
借家の depreciationほか

家族
学資保険（Coverdell教育貯蓄口座）
就学ローンの利子

↓

○

◎

○

○

２，７９１
１１４
４２７
３，０５５

５，６１９

１，６５２
１，１３５
４７１
１９６
２８
０

５２６

３５
５４
８５８

３３５
１２８

３，６２９
１，５７７
１３３

２
６

税額控除
貧困

EITC：還付されなかった控除分
雇用
扶養者ケア税額控除
就労機会税額控除
Welfare−to−work税額控除

住宅
低所得者住宅税額控除（LIHTC）

家族
児童税額控除（CTC）
HOPE奨学金等税額控除
養子税額控除

○

◎
◎

○

◎
◎
○

２７

３４
４
１

４１

４４１
４３
１

（注：雇用者への税制優遇措置を含む）
◎ 福祉改革またはそれ以降に設立されたもの
○ 福祉改革前後に拡充されたもの
↓ 福祉改革以降に縮小されたもの

出所：Green Book２００４，Table１３―２
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である AFDC/TANFの支出をピーク時レベル

に固定しただけでなく，支出抑制策の網のかか

らない租税支出を増大させた。また，福祉改革

の直接の対象ではなかったフードスタンプの受

給を一時的に抑制したものの，SSIなど他の所

得保障制度の膨張は止めることができなかった。

また，１９９０年代後半の「選択的減税」によって

いったん拡張された「隠された福祉国家」は，

財政が悪化した２００２年以降も膨張している。

Ⅷ．考察

本稿では，アメリカにおける主に１９９０年代か

ら２０００年代にかけての社会保障改革とその財政

的インパクトについて論じた。本稿から明らか

になった点を整理すると以下となる。

第一に，アメリカの社会保障制度は，民間部

門による保障が第一義的にあり，公的部門によ

る保障がそれを補完する形で存在する。結果と

して，公的な制度に市場から保障を得ることが

できない人々が集中し，公的プログラムの多く

が所得テストを伴う公的扶助である。これらプ

ログラムは，受益に対する拠出を伴わないため，

一般予算から賄われることとなる。９０年代から

２０００年代にかけて，社会保険方式で運用されて

いる公的年金や高齢者医療制度（メディケア）

の病院保険の支出が一定幅に収まっているのに

対し，支出の増加率が大きく最大の懸念事項で

あるのは医療扶助制度（メディケイド）である

ことからもわかるように，アメリカの社会保障

財政にとって，低所得者に対する保障をどのよ

うに行うかが今後の最大の課題であるといえる。

第二に，このような社会保障制度の特徴とし

て，負担と受益の関係が不透明であることが挙

げられる。公的年金は，他の制度に比べ，比較

的に負担と受益の関係がはっきりしているが，

その保険料が「（社会保障）税」と呼ばれるこ

とが象徴的なように，賦課方式であるため，現

在の負担者（現役層）と受益者（高齢層）は異

なるグループである。公的医療保障制度は，国

民の一部しか対象としていないが，その財源は

社会保障税（現役層）と一般財源であるため，

すべての国民に負担は課せられる。メディケア

の病院保険の財源は現役層からの社会保障税で

あり，現役層は税を払うことによって将来のメ

ディケア受給資格を得ることができるものの，

現在の便益を受けることができるのは高齢者で

あり，現役層は，メディケアの保険料の負担に

追加して，自分と家族の現在の医療保障を民間

から得なければならない。さらに，メディケア

の補足医療保障，メディケイド，各種公的扶助

プログラムも，殆どすべて一般予算から賄われ

ているため，負担を担っている納税者と受益者

（SMI以外は低所得者）は一致しない。このよ

うに，負担を背負っている人々と受益を受けて

いる人々が異なるため，これらの制度が財政危

機に陥った時には，その改善策として，負担の

増加よりも費用の抑制が考慮され，しばしばプ

ログラムの縮小という選択肢がとられる。２００６

年財政赤字削減法によるメディケイドの支出削

減策は，その一例である。このような負担と受

益の構造は，日本の社会保障制度にもあてはま

る面があり，２００２年に行われた児童扶養手当改

正などは，母子世帯の自然増による支出の増大

が，その負担者である納税者の理解を得られな

かったがために，制度の縮小という形で対処さ

れた経緯と同じである。

第三に，一つのプログラムの縮小は，他のプ

２５）２００１年には，CTCの対象児童が３人目以降から全児童に拡大，控除額は一部還付可能となり，さらに２００３
年には予定されていた控除額の引き上げが前倒しに行われている。
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ログラムへのシフトを促す。１９９６年の福祉改革

の場合は，TANFの受給者数の減少は，EITC

の受給者増に反映されている。これは意図的な

政策であり，予期しなかったものではないと考

えられるが，TANF縮小の影響は，メディケイ

ド，SSIなど他の公的扶助プログラムに及んで

いる。TANFの受給が生涯に５年間と有限化さ

れたことにより，９０年代後半の好景気のときは

ともかくも２０００年代の景気の悪化の際には，

TANFの受給を控え，なるべく期限がついてい

ない他のプログラムを先に活用しようというイ

ンセンティブが働いてもおかしくない。実際に，

２０００年代のフードスタンプの急増は，受給者の

このような極めて合理的な選択をあらわしてい

るとも考えられる。

第四に，TANF補助金のような金額が固定さ

れている財源の硬直性である。TANFの場合，

補助金額がピーク時の金額で固定されているた

め，受給者数が減り始めてからは補助金の余剰

金が発生した。また，その使途の制限が非常に

ゆるやかなものであったため，他のプログラム

への流用など，不透明な活用のされかたをして

いる。また，MOE条項によって，連邦政府ば

かりでなく，州政府の支出額もピーク時と同レ

ベルに固定している。包括補助金であることは，

州が給付額を削減するインセンティブになり，

その点では評価できるものの，景気の変動に左

右されやすい TANFプログラムなどにおいて

は，必ずしも，財政的に効果的とはいえない。
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